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役員報酬の減額継続に関するお知らせ 

 

 

当社は、2024 年 10 月より役員報酬の減額を継続しておりますが、2026 年５月８日に発表しました 

『「中期経営計画」の見直しに関するお知らせ』のとおり、中期経営計画が未達成の見通しとなること

を真摯に受け止め、本日開催の取締役会において、引き続き役員報酬の減額を継続することを決議いた

しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

また、監査等委員である取締役（社外取締役を除く）からも引き続き取締役報酬の一部自主返上の  

申し出がございましたので、あわせてお知らせいたします。 

 

記 

 

（１） 取締役（社外取締役を除く）および執行役員報酬の減額内容 
 

役職名 減額率（今回） 《ご参考》減額率（前回） 

代表取締役社長執行役員 報酬月額の 40％を減額 報酬月額の 30％を減額 

取締役専務執行役員 報酬月額の 30％を減額  

取締役常務執行役員 報酬月額の 25％を減額 報酬月額の 20％を減額 

常務執行役員 報酬月額の 20％を減額 報酬月額の 15％を減額 

執行役員 報酬月額の 15％を減額 報酬月額の 10％を減額 
 

 

（２） 監査等委員である取締役（社外取締役を除く）報酬の自主返上の内容 
 

役職名 減額率（今回） 《ご参考》減額率（前回） 

監査等委員である取締役 報酬月額の 15％を返上 報酬月額の 10％を返上 
 

 

（３） 対象期間 

 2026年 4月から 2026年 9月 

（現行対象期間：2024年 10月から 2026年 3月） 

 

以  上 


